
■新たな専門部会の設置について 

 

１ 設置の趣旨 

○ 子ども・子育て関連３法の施行に伴い、保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、

居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の認可等に際しては児童福祉審議会の、幼

保連携型認定こども園の認可等に際しては認定こども園法に基づく合議制機関の、特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の利用定員の設定（確認）等に際しては

子ども・子育て支援法に基づく合議制機関の意見を聴取することとされている。 

○ 本市においては、これらを福岡市こども・子育て審議会の所掌事務としているが、認

可申請や確認申請等に対しては迅速な対応が求められるため、少人数の専門的な委員

で構成する専門部会を新たに設置し対応する。 

 

２ 新たな専門部会の概要（案） 

（1）部会名称  教育・保育施設等認可・確認専門部会 

 

（2）所管事項 

① 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業

の認可等に関すること（児童福祉法） 

② 保育所の認可、事業の停止等に関すること（児童福祉法） 

③ 幼保連携型認定こども園の認可、事業の停止等に関すること（認定こども園法） 

④ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の利用定員の設定（確認）等に

関すること（子ども・子育て支援法） 

 

（３）委員構成 

○ 福岡市こども・子育て審議会委員の中から、教育・保育等に専門的な知見を有

する委員を選任する。 

○ 委員の選任については、平成 26年度第２回福岡市こども・子育て審議会（８～

９月開催予定）で決定する予定。 

 

３ 今後のスケジュール（案） 

  平成 26 年 ５月   平成 26年度第１回審議会において専門部会設置の趣旨説明 

      ６～７月 福岡市こども・子育て審議会条例施行規則の改正 

８～９月 福岡市こども・子育て審議会（平成 26 年度第２回）において、

専門部会設置の報告、専門部会委員の選出 

10月～ 専門部会の活動開始 

  

資料４ 



【参考】関係法令 
 

●福岡市こども・子育て審議会条例（抜粋） 

 

 

 

 
 

●福岡市こども・子育て審議会条例施行規則（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●児童福祉法（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

（専門部会） 

第７条 審議会に，専門の事項に係る市長の諮問に答えるため，専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の決議は，審議会の決議とみなす。 

 

（専門部会） 

第３条 審議会は，条例第７条第１項の規定に基づき，次の各号に掲げる専門部会を置き，当該

各号に定める事項に係る市長の諮問に答えるものとする。 

（1） 処遇困難事例等専門部会 児童福祉施設への入所等の措置の決定及び解除等に関する事

項 

（2） 権利擁護等専門部会 児童養護施設等入所児童の権利擁護に関する事項及び児童虐待に

よる死亡事例等の検証 

（専門部会の委員） 

第４条 前条に規定する専門部会（以下「専門部会」という。）は，審議会の委員及び臨時委員を

もって組織する。 

２ 専門部会の委員は，委員長が審議会に諮って指名する。 

（部会長及び副部会長） 

第５条 専門部会に，部会長及び副部会長を置き，専門部会の委員の互選によってこれを定める。 

２ 部会長は，専門部会の事務を掌理する。 

３ 副部会長は，部会長を補佐し，部会長に事故があるとき，又は部会長が欠けたときは，その

職務を代理する。 

（専門部会の会議） 

第６条 専門部会の会議は，部会長が招集し，部会長がその議長となる。 

２ 専門部会は，特に必要があると認めるときは，関係人の出席を求めることができる。 

３ 専門部会の委員は，自己に直接利害関係がある事件については，その議決に加わることがで

きない。 

４ 専門部会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，部会長の決す

るところによる。 

第 34 条の 15 略 

２ 国，都道府県及び市町村以外の者は，厚生労働省令の定めるところにより，市町村長の認可

を得て，家庭的保育事業等を行うことができる。 

３ 略 

４ 市町村長は，第２項の認可をしようとするときは，あらかじめ，児童福祉審議会を設置して

いる場合にあつてはその意見を，その他の場合にあつては児童の保護者その他児童福祉に係る

当事者の意見を聴かなければならない。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律（認定こども園

法）（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（設置等の認可） 

第 17 条 国及び地方公共団体以外の者は，幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき，又

はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは，都道府県知事（指定

都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については，当該指定都市等の長。次項，

第３項，第６項並びに次条第１項において同じ。）の認可を受けなければならない。 

２ 略 

３ 都道府県知事は，第１項の認可をしようとするときは，あらかじめ，第 25条に規定する審議

会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 

４～６ 略 

（事業停止命令） 

第 21 条 都道府県知事は，次の各号のいずれかに該当する場合においては，幼保連携型認定こど

も園の事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。 

 (1)～(3) 略 

２ 都道府県知事は，前項の規定により事業の停止又は施設の閉鎖の命令をしようとするときは，

あらかじめ第 25条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 

（認可の取り消し） 

第 22 条 都道府県知事は，幼保連携型認定こども園の設置者が，この法律若しくは条令の規定又

はこれらに基づいてする処分に違反したときは，第 17条第１項の認可を取り消すことができる。 

２ 都道府県知事は，前項の規定による認可の取り消しをしようとするときは，あらかじめ第 25

条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 

（都道府県における合議制の期間） 

第 25 条 第 17 条第３項，第 21 条第２項及び第 22 条第２項の規定によりその権限に属せられた

事項を調査審議するため，都道府県に，条例で幼保連携型認定こども園に関する審議会その他

の合議制の機関を置くものとする。 

 

第 35 条 １～３ 略 

４ 国，都道府県及び市町村以外の者は，厚生労働省令の定めるところにより，都道府県知事の

認可を得て，児童福祉施設を設置することができる。 

５ 略 

６ 都道府県知事は，第４項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは，あらかじ

め，児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。 

第 46 条 １～３ 略  

４ 都道府県知事は，児童福祉施設の設備又は運営が第 45 条第１項の基準に達せず，かつ，児童

福祉に著しく有害であると認められるときは，都道府県児童福祉審議会の意見を聴き，その施

設の設置者に対し，その事業の停止を命ずることができる。 

 



●子ども・子育て支援法（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特定教育・保育施設の確認） 

第 31 条 第 27 条第１項の確認は，内閣府令で定めるところにより，教育・保育施設の設置者（国

（国立大学法人法（平成 15 年法律第 112号）第２条第１項に規定する国立大学法人を含む。附

則第７条において同じ。）を除き，法人に限る。以下同じ。）の申請により，次の各号に掲げる

教育・保育施設の区分に応じ，当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を

定めて，市町村長が行う。  

(1)～(3) 略  

２ 市町村長は，前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは，あ

らかじめ，第 77条第１項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意

見を，その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見

を聴かなければならない。  

３  略 

（特定地域型保育事業者の確認） 

第 43 条 第 29 条第１項の確認は，内閣府令で定めるところにより，地域型保育事業を行う者の

申請により，地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所

（以下「地域型保育事業所」という。）ごとに，第 19 条第１項第３号に掲げる小学校就学前子

どもに係る利用定員（略）を定めて，市町村長が行う。  

２ 略  

３ 市町村長は，第１項の規定により特定地域型保育事業（特定地域型保育を行う事業をいう。

以下同じ。）の利用定員を定めようとするときは，あらかじめ，第 77 条第１項の審議会その他

の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を，その他の場合にあっては子どもの

保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。  

４～６ 略 

（市町村等における合議制の機関） 

第 77 条 市町村は，条例で定めるところにより，次に掲げる事務を処理するため，審議会その他

の合議制の機関を置くよう努めるものとする。  

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し，第 31 条第２項に規定する事項を処理する

こと。  

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し，第 43 条第３項に規定する事項を処理する

こと。  

(3) 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し，第 61 条第７項に規定する事項を処理するこ

と。  

(4)  当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必

要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。  

２～５ 略  

 


